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◆小泉勝委員 よろしくお願いいたします。電気事業についてお伺いさせていただきたい

と思います。企業局では、水力発電所、そして太陽光発電所を運営しておりまして、再生可

能エネルギーを供給していただいているということであります。発電施設の老朽化に伴い

まして、大規模修繕が必要となってくるわけでありますけれども、先ほど御説明いただいた

配付資料の中にも少し記載があったようでありますが、現在の大規模改修の状況と、今後の

計画についてお伺いさせていただきたいと思います。 

 

◎田中勝施設課長 発電所の大規模改修の状況でございますが、老朽化した水力発電所に

つきましては、固定価格買取制度（ＦＩＴ制度）というものを活用して大規模改修を行って

おり、平成 27年度から令和元年度にかけまして五泉市の田川内発電所を改修いたしました。

この発電所につきましては、令和２年１月に運転を再開しております。また、令和元年度か

ら令和６年度にかけまして、胎内第一発電所を大規模改修することとしており、今年の４月

１日から発電を停止し、現場工事に着手しております。３か所めといたしまして、高田・新

高田発電所の大規模改修を令和２年度から準備しておりまして、令和５年度から発電を停

止し、工事を行う予定でございます。以上、３か所以外に着手を予定している水力発電所は、

現在のところございません。 

 

◆小泉勝委員 ありがとうございます。今ほどＦＩＴ制度を利用してということでありま

したけれども、今後、ＦＩＴ制度については見直しが予定されているというふうにも伺って

いるところでありますが、今後の大規模改修に与える影響については、企業局としてどのよ

うに見ているのか、お伺いさせていただきたいと思います。 

 

◎田中勝施設課長 ＦＩＴ制度の見直しが大規模改修に及ぼす影響についてでございます

が、ＦＩＴ制度の見直しにより、令和４年度からＦＩＴ制度が適用される水力発電所の規模

が、現在の３万キロワット未満から 1,000 キロワット未満に大幅に縮小されることから、

見直し後は企業局が保有する水力発電所で新たにＦＩＴ制度を活用することができなくな

ります。また、これから大規模改修を行います高田・新高田発電所につきましては、今年度

中のＦＩＴ制度の認定に向けて準備をしていることから、制度見直しの影響は受けないも

のと考えております。来年度以降、企業局が保有する水力発電所の大規模改修にＦＩＴ制度

を活用することはできなくなりますが、制度の有無にかかわらず、適切な維持管理と計画的

な投資により、電力の安定供給に努めてまいりたいと考えております。 

 

◆小泉勝委員 ありがとうございます。今後も適切な運用に努めていただきたいとお願い

をするところであります。 



 次に、ダムの事前放流についてお伺いさせていただきたいと思います。県内の二級水系の

河川についても、ダムの事前放流に関する協定が締結されたというふうに聞いているとこ

ろでありますけれども、企業局が関係する発電用のダムがあるわけでありますが、企業局の

対応についてお伺いさせていただきたいと思います。 

 

◎田中勝施設課長 企業局の発電用ダムの事前放流の対応状況についてでございますけれ

ども、企業局が所管しております二級水系の発電用ダムにつきましては、三面川水系にある

猿田ダム、胎内川水系にある胎内第一ダム、胎内第二ダム、上越市の桑取川水系にございま

す後谷ダムの４基になります。これらのダムにつきましては、県の土木部河川管理課から治

水協定の締結を求められ、三面川水系につきましては令和２年８月、胎内川水系につきまし

ては令和２年 10 月、桑取川水系につきましては令和３年１月に河川管理者、それからダム

管理者、関係利水者と治水協定を締結したところであり、令和２年５月に協定を締結いたし

ました一級水系と合わせて、企業局が関係するダムにつきましてはすべて協定の締結が完

了しております。 

 

◆小泉勝委員 詳細な御説明ありがとうございます。ダムについてはそれぞれ目的が違う

わけでありまして、生活貯水、あるいは治水だとか、今回の発電ということで、それぞれの

目的に応じて運用されているわけであります。企業局はその中でも発電用のダムというこ

とでありまして、発電用のダムについての事前放流の運用に当たって、何か特殊な課題があ

りましたらお伺いさせていただきたいと思います。併せて、課題がありましたら、その対応

についてもお伺いさせていただきたいと思います。 

 

◎田中勝施設課長 事前放流の運用上の課題についてでございますけれども、治水協定に

基づき事前放流を行った際に発生した損失に対する補てんにつきましては、国が作成した

事前放流ガイドラインというものがございまして、そちらに定められております。現段階で

は損失補てんに係る算定方式の詳細がいまだに示されていないことから、損失補てんを見

込みづらい状況となっていることが課題と考えております。企業局では、この課題に対しま

して、他の公営電気事業者と連携し、国に対して働きかけを行っているところでございます。 

 

◆小泉勝委員 損失補てんの詳細がまだ示されていないということなのですけれども、い

つごろ示されるというような、何か見通しはあるのでしょうか。 

 

◎田中勝施設課長 具体的な見通しについては、現在のところ示されておりません。 

 

◆小泉勝委員 ありがとうございます。実際に事前放流するということになりますと、河川

管理者とのさまざま細かい調整が必要になってくるのかなというふうに思っております。



そこで、土木部との調整について、詳細をどのように進められているのかお伺いし、質問を

終わりたいと思います。 

 

◎田中勝施設課長 土木部との調整についてでございますが、治水協定締結後も、水系ごと

に実際の運用につきまして意見交換を行っているところであり、今後も関係者との情報共

有に努めてまいりたいというふうに考えております。 


